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１ はじめに

○ 本市における特定施設入居者生活介護事業者（以下「特定施設」といいます。）を始めとする施設・

居住系サービス事業所等の整備は、「第 8 期名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（は

つらつ長寿プランなごや 2023）」に基づき計画的に行います。

○ 今般、この整備計画に基づき、特定施設の開設を希望される事業者を募集することとしました。

開設を希望される事業者におかれましては、この要項及び関係法令（老人福祉法、介護保険法、建

築基準法、消防法、都市計画法等）、関係条例等を十分にご理解の上、ご応募いただきますようお

願いします。 

２ 募集内容 

（１）募集施設種別 

介護付き有料老人ホーム（混合型特定施設） 

今回、特定施設入居者生活介護を提供する施設として整備募集するのは、「介護付き有料老人

ホーム」（混合型特定施設）とします。また、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を予定して

いる場合も応募は可能です。

施設整備に関しましては、特定施設入居者生活介護としての基準を満たすとともに、名古屋市

の定める「名古屋市有料老人ホーム設置運営指導指針」に適合する必要があります。「名古屋市

有料老人ホーム設置運営指導指針」に関しましては、NAGOYA かいごネット（ｱﾄﾞﾚｽ－

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp）からご確認ください。

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準につきましては、住宅都市局住宅企画課（名古屋市役

所西庁舎 5階 ℡972-2944）へご相談ください。

（２）整備数 

定員１２０人分 

【募集数の内訳】

・第 8 期名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に掲げる令和 3 年度～5 年度の新規整

備計画数 120 人分

   ※施設の定員は問いません（ただし、1事業所の定員が120人を超える計画の応募はできません）。

（３）開設時期 

令和４年度中に開設 

令和４年度開設分 
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（４）募集する圏域 

市内の全区域

圏域（区）による募集の制約は設けず、市内全域で募集します。

（５）事業所の整備形態 

新築・増改築・改修を問いません（定員増も可）

施設整備は、新築整備、既存建物の増改築・改修による整備、いずれの形態でも構いません。

また、既に特定施設入居者生活介護を運営されている事業者で、定員増を希望される場合につ

いても応募可能です。

ただし、既に開設している住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅からの転換、 

既に開設している介護専用型特定施設から混合型特定施設への転換は不可とします。 

（６）事業所整備に係る補助金 

○ 整備補助はありません。

整備形態の如何を問わず、特定施設入居者生活介護事業所の整備に係る補助金制度はござい

ません。 

全て事業者の自己資金等による整備となります。 

３ 応募要件 

（１）法人であること 

事業者指定は法人でなければ受けることができません。そのため、事業者指定を前提とする今 

回の応募に際しても法人であることが必要です。

（２）介護保険法に規定する欠格事由に該当しないこと 

○ 事業者指定にあたっては欠格事由があり、介護保険法の規定により、申請者又は法人の役員

が指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたことがある

場合などは、事業者指定を行うことができません。 

そのため、事業者指定を前提とする今回の応募に際しても当該規定に抵触する場合には応募

できないことから当該規定に該当しない旨の誓約書の提出をお願いします。 

○ 協議者が、名古屋市暴力団排除条例（平成 24年名古屋市条例第 19 号）第 2条第 2号に規定

する暴力団員等（暴力団員と密接な関係を有する者を含む）、名古屋市が行う事務及び事業か

らの排除対象者であることが判明した場合は、協議を無効とします。また、暴力団員等である

かどうかを愛知県警察本部長に対し照会することがあります。 

（３）介護保険法及び老人福祉法等の規定を遵守していること 

介護保険法を始め関係する省令等に定められた基準を満たしていることが必要です。なお、特定
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施設入居者生活介護に関する設備基準の概要については p10「特定施設入居者生活介護の事業と指

定基準の概要」をご参考ください。 

また、下記に該当する法人（その法人と代表取締役を同一人物とする法人も含む）は応募できま

せん。 

○ 最終整備協議書提出時において、介護保険法及び老人福祉法その他法令に明確に違反してい

ると認められる法人 

○ その他、市長が不適切と認める法人 

（４）以下に該当していないこと 

最終整備協議書提出時より過去 3年以内に、下記に該当する法人（その法人と代表取締役を同

一人物とする法人も含む）は応募できません。（ただし、特段の事情があるものとして市長が認

めた法人は除く） 

○ 本市が実施した各種の事業者公募等（特別養護老人ホーム・認知症高齢者グループホーム・

小規模多機能型居宅介護等）において併設計画として採択されたにもかかわらず、当該併設事

業所を開設後 10 年未満で廃止した法人

○ 介護保険施設・居住系サービス（介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・認知症高齢者グ

ループホーム・特定施設入居者生活介護）を廃止した法人 

（５）適正な事業計画の策定 

前記（３）の介護保険関係法令等の遵守とともに、都市計画法、建築基準法、消防法等の関連

法令、関係条例を遵守した事業計画の策定をお願いします。

（６）同一法人による計画の応募数 

同一法人による計画の応募は１事業所のみとします。（複数の計画の応募はできません。）

４ 整備協議の受付について 

本募集要項に則り、介護付き有料老人ホームの開設を希望される場合は、ｐ16「整備協議 

申出書」を提出してください。 

【整備協議申出書の提出期限】 

令和３年５月２８日（金） １７時まで

（必ず事前に電話連絡の上、郵送または持参のこと。ただし、郵送の場合は、上記期限必着のこと。）

≪整備協議申出書への添付資料≫ 

    計画地に係る資料として、住宅地図等で整備予定地の位置及び範囲を示したものの添付をお願

いします。

※この整備協議申出書の提出をいただいていない場合、整備協議書の受付は行いませんのでご留

意ください。

【初回整備協議書の提出期限】 

令和３年６月２５日（金）１７時まで 

（必ず事前に電話連絡の上、持参のこと。郵送不可）

整備協議申出書の提出後、上記期限までに図面等の本市が求める書類を持参し、1 回目の協議

を行ってください。 

※この初回整備協議書は、整備協議申出書の提出を期限までにいただいていない場合、受付をい
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たしませんのでご注意ください。

【最終整備協議書の提出期限】 

令和３年７月３０日（金）１７時まで 

（必ず事前に電話連絡の上、持参のこと。郵送不可）

最終整備協議書は、初回整備協議書の提出後、上記の期限までに提出いただきます。整備協議

申出書及び初回整備協議書の提出を期限までにいただいていない場合、受付をいたしませんので

ご注意ください。 

※いずれの書類の提出も提出先は、名古屋市役所本庁舎 2階 健康福祉局高齢福祉部介護保険課 

です。

※いずれの書類についても、提出期限日が書類受付の最終日ですので、それまでに書類の不足、

内容誤り等々がないように担当課職員と十分打合せをし、最終確定した書類を提出してくださ

い。（整備協議書は資料作成等にかなりの時間を要するとともに、整備相談の中で修正等が生

じることが考えられますので、ゆとりを持った書類作成を心がけてください。） 

※いずれの書類についても、提出期限を過ぎた場合においては、いかなる理由であっても受理い

たしません。 

５ 提出書類について 

○ 別にお示しする提出書類一覧のとおり提出していただきます。

※「整備協議申出書」につきましては、ウェブサイト「NAGOYA かいごネット

（https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp）」からダウンロードの上ご利用ください。

○ 提出いただいた書類は、返却しません。

○ 整備協議書は、必ず項番ごとにインデックスを付し、A4 判のフラットファイル（バインダー

やビニールファイルは不可）に綴じ、１部を提出してください。

○ 提出書類のうち、契約書などについては、原本は保管し、当該契約書などの写しを提出して

ください。

６ 今後の日程について（予定） 

区  分 事     項 

令和３年３月２６日 ○整備事業者募集開始 

     ５月２８日 
○「整備協議申出書」の提出期限（法人→市） 

※正式な「整備協議書」の提出前に申出書の提出が必要です。 

    ６月２５日 

○「初回整備協議書」の提出期限（法人→市） 

※提出期限日までに図面等の本市が求める書類を持参し、1 回目

の協議を行ってください。

    ７月３０日 

○「最終整備協議書」の提出期限（法人→市） 

※提出期限日までに、書類の補正・追加を終了し、最終確定した

書類を提出してください。

   ８月～１０月 

○協議内容審査・ヒアリング・現地確認 

○特別養護老人ホーム等整備事業者評価委員より意見聴取 

○事業者の選定 
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    １１月中旬 ○選定結果の通知（市→法人） 

     １１月～ ○設計、建築確認、着工 

事業者指定の 

２か月前(月末)まで 
指定申請書類提出 

令和４年度 
○事業者指定 

○開設 

 ※上記日程については、事情により変更になることがあります。 

７ 施設整備計画の策定にあたっての留意事項 

有料老人ホームとして、名古屋市の定める「名古屋市有料老人ホーム設置運営指導指針」に沿うこ

とはもちろん、以下の点にも留意の上、施設整備計画の策定をお願いします。 

（１）高齢者に配慮した事業所整備 

特定施設入居者生活介護の利用者は要支援・要介護状態にある高齢者の方となりますので、新築、

増改築及び改修など事業所の整備形態を問わず、十分に高齢者に配慮した施設整備計画を策定して

ください。

（２）事業所開設までのスケジュールの策定 

事業所開設までのスケジュールに関しましては、事業所整備期間の精査はもちろん、事業者指定

のタイミングと指定のための申請書類の提出期限、そしてスタッフの確保期間等を十分に確認し作

成してください。 

（３）立地条件 

有料老人ホームについては、名古屋市有料老人ホーム設置運営指導指針において、「入居者が健

康で安全な生活を維持できるよう、交通の利便性、地域の環境、災害に対する安全性及び医療機関

等との連携等を考慮して立地すること。特に、有料老人ホームは、入居者である高齢者が介護等の

サービスを受けながら長期間にわたり生活する場であることから、住宅地から遠距離であったり、

入居者が外出する際に不便が生じるような地域に立地することは好ましくないこと。」とされてい

ます。また、特定施設入居者生活介護の運営基準においては、「その事業の運営に当たっては、地

域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならな

い。」とされています。

そのため、施設整備予定地については、これらの趣旨を十分に踏まえご検討ください。また、土

砂災害が発生するおそれがある土地での計画は協議事項とします。（「急傾斜地崩壊危険区域」「土

砂災害特別警戒区域」での開発は愛知県知事の許可が必要）

また、計画地が建築協定地区内の場合、建造する建物に制限が設けられていることが考えられま

すので、事前に確認ください。 

（４）施設等の所有形態 

施設は、名古屋市有料老人ホーム設置運営指導指針にも示されるとおり、土地及び建物ともに法

人の自己所有であっても、賃借の物件であっても構いません。ただし、賃借の場合は、入居契約の

契約期間中における入居者の居住の継続を確実なものとするため、その契約関係について一定の要

件を満たしていただく必要があります。

なお、今回の応募に際し、土地等の購入、賃貸借、贈与等の正式な契約は、選定の結果「採択」

の通知を受けた後に締結してください。
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（５）建築基準法等関係法令の遵守 

特定施設入居者生活介護の提供を行う事業所の建物については、都市計画法、建築基準法、消防

法、関係条例等の遵守も必要です。

○新たに事業所を建設する場合 

新たに事業所を建設される場合の開発の許可及び確認・市街化調整区域での整備計画等

については、事前に住宅都市局開発指導課（名古屋市役所西庁舎２階 ℡972-2770）へご

相談ください。

○既存の建物を改修する場合 

既存の建物を増築や改修して事業所とする場合には、建築基準法により用途変更申請を

要することが考えられますので、事前に住宅都市局建築審査課（名古屋市役所西庁舎２階 

℡972-2929）へご相談ください。

○消防用設備等の設置について 

       要介護状態の方が利用する特定施設入居者生活介護（介護付き有料老人ホーム）には、

消防用設備等の設置が義務付けられています。

そのため施設整備計画を策定する際の消防用設備等の取扱いに関しましては、事前に施

設整備予定地を管轄する消防署、又は名古屋市消防局予防部予防課（名古屋市役所本庁舎

１階 ℡972-3551）へご相談ください。

＝消防用設備等の概要＝ 

 ・スプリンクラー設備 ： 全ての事業所に設置が必要

 ・自動火災報知設備 ： 全ての事業所に設置が必要

・火 災 通 報 装 置 ：（消防機関へ通報する火災報知設備）全ての事業所に設置が必要。

            ※自動火災報知設備と火災通報装置の連動化が必要

・消 火 器 ： 全ての事業所に設置が必要

・防 火 管 理 者 ： 防火管理者の選任が必要

（６）地元説明 

整備計画の応募に際しましては、町内会や自治会を始め地域住民の方々、施設整備予定地の近隣

の方々に対して十分な説明を行ってください。なお、建築により日照・騒音等の影響を受けると考

えられる地域住民に対しては、必ず個別に説明を行ってください。

整備計画が採択された場合における円滑な事業所整備、また、事業所開設時に必要となる運営推

進会議の円滑な設置を行うためにも、十分な意見交換が必要となります。また選定後も継続的に説

明を行ってください。

この地元への説明状況に関しましては、整備協議書の提出時に、その結果や経過について別に用

意します様式の提出をお願いしています。（配布したチラシ等があれば、参考として合わせて添付

ください。）

なお、説明にあたっては、「公募により整備計画が採択されなければ事業化されない。」旨の説明

をするなど十分にご留意ください。

（７）非常災害対策等 

名古屋市有料老人ホーム設置運営指導指針及び特定施設入居者生活介護に係る運営基準におい

て、火災や風水害などに備えて非常災害対策を講じておくこととされています。そこで、事業所開

設後における非常災害対策の策定に向けた方針など、具体的に事業計画として記載ください。

平成25年度から事業者の指定基準が条例化され、本市においては国基準への上乗せ基準として、

非常災害時を想定した飲料水(1 日 1 人３リットル目安で 3日分)・食料の備蓄（施設・居住系サー

ビスの場合は、入居者及びスタッフの 3日分）を設けていますので、開設時には条例上定められた

備蓄が必要です。飲料水・食料備蓄の保管場所の確保に関しても事前にご検討をお願いします。

また、家具等の転倒防止策も講じる必要があります。
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なお、火災等の非常災害への対策に関しましては、事前に事業所整備予定地を管轄する消防署へ

ご相談ください。

８ 審査・選定 

（１）審査 

提出いただいた書類を審査させていただくほか、ヒアリングや現地確認を行います。 

（２）選定 

   選定にあたっては、p13「特定施設入居者生活介護事業所選定基準」に基づく採点を行い、評価

点数の高い整備計画から順に採択します。 

（３）選定結果の通知 

 令和３年１１月中旬 

選定結果につきましては、「令和 3年 11 月中旬」をめどに各事業者あて通知する予定です。

９ その他留意事項 

○ 提出いただいた書類に虚偽等がある場合には、応募自体を無効とさせていただきます。また、採

択後において虚偽等が判明した場合にも採択を無効とさせていただきます。 

○ 整備協議書提出以降の法人の都合による協議内容の変更は認めません。

○ 本市が必要と判断した場合は、本市からの書類の追加及び補正を求めることがあります。

○ 協議に関して必要な費用は協議者の負担とします。

○ 提出書類については理由の如何に関わらず、返却いたしません。

○ 提出書類については、名古屋市情報公開条例（平成 12年名古屋市条例第 65号）に基づく開示の

対象となることもありますのでご留意願います。

○ 土地等の購入、賃貸借、贈与等の正式な契約は、選定の結果「採択」の通知を受けた後に締結し

てください。よって、事業所整備は、「採択」の通知を受けた後に着手いただくことになります。

 ○ 応募いただいた後、あるいは、選定による採択後にやむを得ない事由等で辞退する場合には、辞

退理由を明記の上、辞退届（様式は任意）を提出してください。

 ○ 応募相談及び協議書類の提出は、運営法人の方の同席をお願いします。代行申請は不可とします。

○ 今回の事業者募集に関しましては、当課の指導に従い手続き等を行っていただきます。また、応

募いただいた整備計画が採択された場合についても同様です。



8 

「名古屋市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」、厚生労

働省令「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」を始め、関係通知等、国の

示す基準等の関連資料に関しましては、「NAGOYA かいごネット」を始め、以下のホームページでご

確認ください。 

□NAGOYA かいごネット            https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp 

□厚生労働省ホームページ            https://www.mhlw.go.jp 

□独立行政法人福祉医療機構ホームページ    https://www.wam.go.jp 

  ご不明な点は、p9 質問送付票によりＦＡＸでお問い合わせください。後日回答いたします。「協

議申出書」「整備協議書」の提出は、次までお願いします。

なお、ご提出時には、必ず事前にご連絡ください。 

〒460-8508 名 古 屋 市 中 区 三 の 丸 三 丁 目 １ 番 １ 号 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課施設指定係 

（市役所本庁舎 2 階） 

電 話 ０５２（９７２）２５３９

ＦＡＸ ０５２（９７２）４１４７

介護保険法等の確認は

お問い合せ・ご相談は
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名古屋市健康福祉局 高齢福祉部介護保険課 施設指定係担当者 宛 

ＦＡＸ：０５２－９７２－４１４７

ＴＥＬ：０５２－９７２－２５３９

質問送付票

（特定施設入居者生活介護） 

送信日 年   月   日 （   ） 

送信元 

法人名： 

所在地： 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

E-mail： 

担当者： 

件名 

質問 

令和３年５月１７日（月）まで質問を受け付けます。 
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特定施設入居者生活介護の事業と指定基準の概要

【事業の概要】

【特定施設入居者生活介護の取り扱い方針】

【特定施設入居者生活介護の提供の開始等】

　身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。
Ⅴ

→

Ⅳ
　指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身

の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

提供の開始等

Ⅰ
　指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提

供を拒んではならない。

Ⅱ
　指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設

入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。

Ⅲ

　指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者（以下「入居者等」という。）が入院治療を要す

る者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又

は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第20項に規定する地

域密着型特定施設（介護専用型特定施設であり、入居定員が29名以下であるもの）でないものをいい、「特定施設入居

者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当

する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常

生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

Ⅰ
　利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日

常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。

Ⅱ 　特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサー

ビスを提供する上での留意事項。

○厚生労働省令で定める日常生活上の世話

→ 入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介

護者に必要な日常生活上の世話。

○厚生労働省令で定める事項

Ⅲ
　指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求め

られたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

Ⅳ
　指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
取扱方針

Ⅵ

　自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

　身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果につい

　て、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

二　身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

Ⅶ

　特定施設入居者生活介護とは、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるようにするもの。

特定施設入居者

生活介護

【参考】

介護保険法上の定義

第8条第11項

以下にお示しするものは、特定施設入居者生活介護に関する人員、設備に関する基準の概要です。

このほか、名古屋市の定める「名古屋市有料老人ホーム設置運営指導指針」に沿った整備計画である必

要があります。
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【指定基準の概要】

勤務形態

人数

　（１）利用者の数が30を超えない施設にあっては、常勤換算方法で1以上であること。

　（２）利用者の数が30を超える施設にあっては、常勤換算方法で1に利用者の数が30を

超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上。

勤務形態

人数

　業務に支障がない場合には、当該特定施設の他の職務に従事することができる。

職務

計画作成

担当者

人

員

基

準

　常勤換算方法で利用者の数が100又はその端数を増すごとに１以上。

　常勤であること。

　業務に支障がなく、次に該当する場合には、他の職務を兼ねることができる。

　・当該施設の他の職務に従事する場合

　・同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接している他の事業所、施設等の職務に従事

する場合

　原則として、専ら事業所の管理業務に従事する。職務

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復士又はあん摩マッサージ指

圧師

兼務 　業務に支障がない場合には、当該特定施設の他の職務に従事することができる。

兼務

　１人以上は、常勤であること。

人数

看護

職員

生活相談員

勤務形態

　１以上。（利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。）

資格

勤務形態

人数

看護師

若しくは

准看護士

又は

介護職員

　看護職員（看護師、准看護士）及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護

者である利用者の数及び介護予防サービスの利用者の数に１０分の３を乗じて得た数の

合計数が３又はその端数を増すごとに１以上の配置が必要。

　１以上は常勤であること。

配置基準

　常に１以上のサービス提供に当たる職員が確保されること。

　原則として、専ら特定施設サービス計画の作成に従事する。

　介護支援専門員であること。

管理者

機能訓練

指導員

人数 　１以上。

　１以上は常勤であること。

　社会福祉主事・社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士などの資格を有していること

が望ましい。

兼務

資格

介護

職員
資格

　介護福祉士や訪問介護員の資格は必ずしも必要としない。ただし、認知症の介護等に

関する知識、経験を有するものであることが原則。他の従業者にあっても、研修の機会を

確保し、質の向上を図ることが必要。無資格者に対しては、認知症介護基礎研修を受講

させるために必要な措置を義務づける。

資格
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設置の例外

機能訓練室

広さ 　機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

設置の例外
　他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては設けないことができ

る。

　非常用設備を備えていること。

浴室

食堂 広さ 　機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

広さ 　身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

　プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さを有すること。

・地階に設けてはならないこと。

・１以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

介護居室

定員

広さ

設

備

基

準

広さ 　介護を行うために適当な広さを有すること。

便所

配置 　居室のあるフロアーごとに設置すること。

　利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合には設けないことができ

る。

その他

一時介護室

その他

　１の居室の定員は１人（個室）とする。ただし、利用者処遇に必要な場合には２人とすることも可

能。（夫婦部屋などを想定）

　利用者が車いすで円滑に移動することが可能な空間と構造を有すること。

　具体的には、段差の解消、廊下の幅の確保等の配慮がなされていることをいう。

建物の構造

その他

耐火・準耐火構造
　耐火建築物（建築基準法第2条第9号の2）又は準耐火建築物（建築基準法第2条第9号の3）で

なければならない。（一定の要件を満たす場合は例外あり）
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具体的な視点 配分 配点

① 介護付き有料老人ホーム等の運営実績

・市内で運営する介護付き有料老人ホームの稼
働率が90％以上の法人等
・介護付き有料老人ホームを運営する上記以外
の法人等及び介護保険施設、認知症対応型共同
生活介護、住宅型有料老人ホーム、サービス付
き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、軽費老人
ホームの運営実績を有する法人等
・その他の介護保険事業実績を有する法人等
・その他の法人等

10点

5点

 3点
  0点

10点

② 法人の財務状況 ・法人の財務状況に問題がないこと
10～0

点
10点

① 利用料金 ・利用しやすい料金となっているか
10～0

点
10点

①
介護付き有料老人ホームの整備が進んでいない区域に
おける整備

・整備率が低い区に整備を予定しているか
15～0

点
15点

② 整備計画地の環境 ・整備計画地の環境、交通等が適切であるか
5～0
点

5点

③
地域住民、隣接地権者に対する整備計画に関す
る説明

・説明が適切になされているか
・地域からの要望に応えているか

 5点
 0点

5点

① 資金計画 ・資金計画が妥当であるか
 5点
 0点

5点

② 利用者に配慮された計画
・安全で快適な日常生活を営めるよう利用者に十分配
慮されているか（福祉都市環境整備指針、感染症への
配慮等）

10～0
点

10点

③ 利用者の重度化、看取りに対する取組みの有無
・看取りの実施
・看護師の24時間体制での配置　　　等

10～0
点

10点

④ 人材確保・定着支援に対する取組みの有無
職員研修の実施、昇給制度の導入、良好な職場環境
の構築、子育て支援企業の認定、女性の活躍推進企
業の認定、ワーク・ライフ・バランス推進企業の認定　等

10～0
点

10点

⑤
事業実施にあたって地域に開かれた運営を行うための
具体的な取組みの有無

・認知症カフェ
・高齢者サロン
・高齢者相談窓口
・地域向け介護教室　　　　等

5～0
点

5点

⑥ ＩＣＴ・介護ロボットの活用の有無
ＩＣＴ・介護ロボットの活用による介護サービスの向上、
介護職員の身体的・精神的負担軽減、業務改善等

5～0
点

5点

100点合計

※最終整備協議書類提出期限より過去3年以内に、本市が実施した各種の事業者公募等(特養・老健・認知症高齢者グ
ループホーム等）において、採択されたにもかかわらず辞退した法人、もしくは特養併設計画として採択されたにもか

かわらず当該併設事業所を開設しなかった法人は合計点より10点減点します。
※以下の計画は採択されません。
　　「４　整備計画内容について」①「資金計画」が０点の場合
　　「４　整備計画内容について」②～⑥の合計点が20点未満の場合
※評価点が同点の場合は、月額利用料の低廉な事業者を優先します。

令和４年度開設募集分　特定施設入居者生活介護事業所選定基準

評価項目

１　法人の状況（配分２０点）

２　利用料金について（配分１０点）

３　立地等について（配分２５点）

４　整備計画内容について（配分４５点）
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１ 法人の状況 

【介護付き有料老人ホーム等の運営実績における稼働率について】 

 名古屋市内に所在する介護付き有料老人ホームの稼働率については、以下のいずれかの期間又は時点

を選択し算出してください。なお、複数事業所を運営している法人等については、それぞれの事業所ご

とに選択できます。 

①令和 2年 7月から令和 3年 6月までの平均 

 「利用延日数」÷（「定員」×365）×100【小数点以下切捨て】 

②令和 3年 7月 1日時点 

 「入居者数」÷「定員」×100【小数点以下切捨て】 

※複数事業所の合計稼働率は、各事業所で算出した 

「稼働率の合計」÷「事業所数」【小数点以下切捨て】とします。 

２ 利用料金について（10 点満点） 

この項目は、以下ア、イそれぞれを下表に当てはめ、点数を算出します。 

ア 当該事業所内の一人部屋における月額利用料の平均（税抜） 

区分 ～150,000 円 
150,001 円～ 

200,000 円 
200,001 円～ 

点数 5 点 2.5 点 0 点 

※月額利用料とは、家賃、食費、光熱水費、管理費、共益費など、入居者から一律で徴収す

る対価を指します。 

※月額利用料の平均（1円未満は切捨）は、部屋ごとの月額利用料の合計を部屋数で割って

算出してください。なお、生活保護受給者のみに適用する料金体系は算出には含めません。 

     （例）月額利用料 Ａタイプ（100,000 円×10 室）、Ｂタイプ（150,000 円×5室）の場合 

       (100,000 円×10 室)＋（150,000 円×5 室）÷(10 室＋5室)≒116,666.6・・（116,666 円） 

イ 前払金の有無  無：5点  有：0 点 
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区
高齢者人口

（令和3年2月1日時点）

介護付き有料老人ホーム

定員数

（令和3年3月1日時点）

整備率 未整備率順位
未整備率順位

に伴う配点

中村 35,772 246 0.688% 1 15

東 18,832 133 0.706% 2 14

天白 37,836 290 0.766% 3 13

西 35,982 277 0.770% 4 12

守山 43,767 347 0.793% 5 11

緑 57,116 458 0.802% 6 10

昭和 25,569 218 0.853% 7 9

瑞穂 27,958 248 0.887% 8 8

千種 39,526 365 0.923% 9 7

中川 54,239 559 1.031% 10 6

名東 36,638 387 1.056% 11 5

南 40,147 492 1.225% 12 4

北 46,658 573 1.228% 13 3

熱田 17,263 217 1.257% 14 2

港 39,867 504 1.264% 15 1

中 18,066 532 2.945% 16 0

計 575,236 5,846 1.016%

介護付き有料老人ホーム整備状況



16 

令和 4 年度開設分「特定施設入居者生活介護」整備協議申出書 

   年   月   日 

名古屋市健康福祉局長 宛 

 法人所在地 

 法 人 名 

    代表者氏名  

 令和 4 年度開設分「特定施設入居者生活介護」の整備について、募集要項の趣旨を了承の上、下記により

協議を申し出ます。 

記 

整 備 区 分 

＊いずれかに○をつけてください 

新  設  ・  改  修 

（  □：事業所新設   □：増改築・改修   □：定員増  ） 

整 備 予 定 地 名古屋市 区

用 途 地 域 

（建ぺい率／容積率） （建ぺい率：     ％／容積率：     ％） 

敷 地 面 積 ㎡ 

土 地 所 有 関 係 

＊いずれかに○をつけてください 
・自己所有   ・寄附予定   ・取得予定   ・借地 

計画定員 定 員     名 

特定施設入居者生活介護 

以外の併設予定事業所 

事業所の開設予定日  

法人担当者名 

連 絡 先 

担当者名： 

連 絡 先：

〈 添付書類 〉 

○位置図（住宅地図等で整備予定地の位置及び範囲を示したもの。 

＊今後、この他にも必要な書類の提出を求める場合があります。 



福祉都市環境整備指針抜粋(参考資料) 
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設計・施工上の標準としての技術的基準 

～設計・施工上の標準としての技術的基準の適用原則～

技術的基準は、高齢者・障害者・乳幼児連れの方を始めすべての市民及び名古屋を訪

れるすべての人々を利用主体者とみなし、誰もが快適に利用できるよう、ユニバーサル

デザインの視点を配慮した上で、その安全性、利便性、快適性を確保すべく、都市施設

（公共建築物、道路、公園、公共交通機関）利用時のバリアを解消するための標準的な

基準を設定したものです。 

同基準の適用原則は以下のとおりとします。 

〇 都市施設の新設、増設、改修の工事にあたり、施設の用途及び規模、当該工事によ

り整備される設備の範囲などを勘案して可能な限り整備します。やむを得ず整備が困

難な場合には、代替的・補完的措置を講じます。

〇 既存の都市施設については、可能な限り技術的基準の適用に努め、計画的に必要な

改善を行います。

〇主として高齢者・障害者・乳幼児連れの方の利用を目的とした施設については、その

利用実態に即した配慮をします。 

なお、整備の終わった施設・設備についても、バリアフリー化が完結したとするので

はなく、より多様化するニーズに対応できるよう、施設・設備のメンテナンスに努めて

いかなければなりません｡

また、今後、国の関連法規や新たな技術開発の動向などにより、整備のあり方も変化

していくことも予想され、この技術的基準自体もその変化に柔軟に対応していく必要が

あります。

凡例 

◎ 整備や配慮が必要な内容

○ 整備や配慮をしていくことが望ましい内容
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基準寸法の考え方 

身体障害者等の利用を配慮した設計を行う際に参考となる基本動作寸法について紹介

します。 

１．車いすの種類と寸法 

JIS 規格では手動車いす、電動車いす、ハンドル形電動車の寸法をそれぞれ定めている。

ただし、実際の形状や寸法は使用する人の体格、身体状況、あるいは使用用途によって様々

であり、様々な機能のある車いすや海外製の車いすなどでは JIS 規格にある寸法よりも大

きい車いすもある。 

（１）手動車いすの形状および寸法（JIS T 9201） 

手動車いすの形状、寸法は JIS 規格（JIS T 9201）に定められている。 

（２）電動車いすの形状および寸法（JIS T 9203） 

電動車いすの形状、寸法、性能などは JIS 規格（JIS T 9203）に定められている。性

能としては、登坂力 10 度（約 17.6%）以上、4 ㎝以上の段差乗り越えなどとされてい

る。 
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（３）ハンドル形電動車いすの形状および寸法（JIS T 9208） 

ハンドル形電動車いすの形状、寸法、性能などは JIS 規格（JIS T 9208）に定められ

ている。性能としては、登坂力 10 度（約 17.6%）以上、5 ㎝以上の段差乗り越えなど

とされている。 

（４）その他 

上記に掲げるもの以外にも様々な車いすがある。 
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① 片側使用の松葉杖 

ステッキ等 

② ２本杖 

杖の先の振り寸法が重要

で 、 階 段 の 場 合 に は 、

150cm 程度の振り幅を必

要とすることもある。 

③ 白杖 

ステッキ等

④ 盲導犬 

ステッキ等

⑤ ベビーカーの寸法 

ステッキ等

⑥ 介助者 

ステッキ等

２．幅員、広さに関する配慮寸法 

（１）通過、通行、すれ違いに必要なスペース 

なお、二人乗りベビーカー（※）のように、さらに広いスペースが必要となる場合もあ

る。 

※双子や年齢の近い兄弟姉妹を一緒に乗せられるよう、横並びに座る横型のもの（横幅

がさらに 40cm 程度長い）や前後に座る縦型のもの（席のレイアウトにより長さは

多様）がある。 
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⑦車いす 
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（２）回転、方向転換に必要なスペース 

（全幅 70cm、全長 120cm（JIS 規格最大寸法）の場合） 
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